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（別紙６）

令和６年度　愛媛県ストレスチェック検査結果一覧

愛媛県ストレスチェック実施者　様

検査日： 2024/○/○～2024/○/○

※面接指導対象者の確認欄

実施代表者 共同実施者

単位（人）

産業医区分 検査人数
高ストレス者数

備考

本庁

中予

中予2

東予

東予2

今治

南予

八幡浜

その他

※高ストレス基準１とは、B「心身のストレス反応」（29項目）の合計点数が77点
以上である者。

※高ストレス基準2とは、A「仕事のストレス要因」（17項目）及びC「周囲のサ
ポート」（9項目）の合計点数が76点以上であって、かつ、B「心身のストレス反
応」の合計点数が63点以上である者。

取扱注意



No 検査年月日
産業医
区分

所属名 氏　名
ﾌﾘｶﾞﾅ

（半角ｶﾀｶﾅ）

性別
（男=1）
（女=2）

年齢
Ｂ

合計
Ａ+Ｃ
合計

高ｽﾄﾚ
ｽ者に
○

※基準
該当
（1or2)

変更
追加

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

※基準該当には、高ストレス基準1に該当する場合は「1」を、高ストレス基準2に該当する場合は「2」を記入すること。

（別紙１　添付名簿）







　　年　　月　　日

各安全衛生管理者　様 　
　（各所属長）

No 職員番号 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 年齢 調査票回収日 未回答項目の有無
※有の場合はその旨記載

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

　ストレスチェック受検者について、下記のとおり報告します。

令和６年度　愛媛県ストレスチェック受検者連名簿

趣旨に鑑み、受検締切日まで、未受検者に対しての受検勧奨に努めていただきますようお願いいた

します。

提出方法：一般定期健康診断の会場受付に提出するか、職員厚生課保健師宛で直接送付してください。

　なお、ストレスチェックの受検は任意ですが、メンタルヘルス不調を未然に防止するという本制度の

受検締切日：令和６年９月13日（金）職員厚生課到着分まで

（別紙８）



列 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ

項番 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
項目名 部局 産業医CD 委員会CD 部局ＣＤ2 職種CD 職名CD 高ストレス該当 未記入の有無（A～D） ID番号 氏名 フリガナ 生年月日(西暦) 性別 社員ID 職場コード 職場名 メールアドレス

型 - - - - - - - - - string string date string string string string string
桁 知事 本庁 1 1 3 - 1 1 - 40 40 4/2/2 - 10 5 60 256
備考 知事 コード表 コード表 コード表 人事給与コード表 人事給与コード表 該当者に１ 該当者に1 （記載しない） - - 西暦/月/日 男性、女性のどちらかを記載 健康管理番号 所属コード表 - -

（入力例） 知事 本庁 本庁 総務部 行政事務 主事 1 1 愛媛　太郎 エヒメ　タロウ 1978/10/28 男性 1234567890 10780 人事課職員厚生室

列 Ｒ Ｓ Ｔ Ｕ Ｖ Ｗ Ｘ Ｙ Ｚ AA AB AC AD AE AF AG AH
項番 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
項目名 電話番号 内線番号 備考 管理者コメント A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11 A-12 A-13
型 int int string string int int int int int int int int int int int int int
桁 11 11 200 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
備考 ハイフンなし ハイフンなし - -

（入力例） 2 4 4 3 4 4 2 4 4 3 2 4 4

列 AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY
項番 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
項目名 A-14 A-15 A-16 A-17 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9 B-10 B-11 B-12 B-13
型 int int int int int int int int int int int int int int int int int
桁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
備考

（入力例） 4 3 2 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 2 3 4 4

列 AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP
項番 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
項目名 B-14 B-15 B-16 B-17 B-18 B-19 B-20 B-21 B-22 B-23 B-24 B-25 B-26 B-27 B-28 B-29 C-1
型 int int int int int int int int int int int int int int int int int
桁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
備考

（入力例） 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4

列 BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ
項番 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
項目名 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 D-1 D-2
型 int int int int int int int int int int
桁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
備考

（入力例） 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4

1～4のいずれか

元データ（厚生労働省ストレスチェックプログラムへのデータ取込みができるもの）
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心の健康電話相談《089-911-3880》

「心と体の健康センター」内に、専用電話を設置

しています。医師、保健師、臨床心理士がご相談

にのります。

☆ 地共済こころの健康相談窓口

電話相談サービス 0120-7832-24

面談予約専用 0120-7834-12

★Web相談も可能です★

医師や専門スタッフがご相談にお答えします。

◎電話等で相談◎

◎庁内の健康相談室へ相談◎
～医師や保健師ほか、産業保健スタッフがご相談にのります～

各事業の詳細は、庁内LAN「福利厚生関連情報」をご覧下さい。

☆ 職員こころの健康相談
仕事や生活に関する不安、悩み、ストレス等、

こころの健康に関するあらゆることについて、
県内15箇所の指定医療機関で相談ができます。

◎外部の専門機関へ相談◎

休業者の方

職場復帰支援システム
産業保健スタッフによる支援チームが

精神疾患等による長期休業者の円滑な

復職を支援するため、医学的見地から

サポートします。

色々な「メンタル相談事業」を実施しています！

【本庁】
健康相談室 健康なんでも相談
相談日…内科医 ：毎週金曜日*第5週を除く

…本庁産業医：随時

…精神科医 ：第2・第4木曜日

…臨床心理士：毎週水曜日*第5週を除く

…保 健 師 ：週５日

★内線5836までお電話を！

【地方局・支局】
健康相談室 健康なんでも相談

相談日…内科医：月1～2日

…保健師：週3日程度

県･市町健康相談室 （メンタル相談室）
相談日…精神科医：2か月１日～1か月４日※

…保 健 師：月２～10日※

※相談日は総務県民課(室)にお問い合わせ下さい。

東予地方局（内459）今治支局 （内290）

中予地方局（内286）八幡浜支局（内213）

南予地方局（内459）

東予地方局（内252）今治支局 （内208）

中予地方局（内405）八幡浜支局（内461）

南予地方局（内298）

☆印は、「共済組合員」のみ利用可能なメニューです。利用の際は、確認をお願いします。
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